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  第１章 総則 
 
   (趣旨) 

第１条この適合証明業務規程(以下「規程」という。)は、株式会社 日本確認検査センタ

ー(以下「当社」という。)が、適合証明業務(住宅金融公庫法(昭和25年法律第156

号。以下「公庫法」という。)第17条第１項若しくは第６項、阪神・淡路大震災に

対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成７年法律第16号。以下

「特別財政援助法」という。）第77条第１項第１号又は勤労者財産形成促進法（昭

和46年法律第92号）第９条第１項若しくは第10条の３第１項に規定する貸付け（既

存住宅（公庫法第17条第１項に規定する既存住宅、公庫法第21条第１項表五の項区

分の欄イに規定する新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅、特別財政援助法第77

条第５項表一の区分の欄に規定する新築の特定災害復興住宅以外の特定災害復興

住宅又は勤労者財産形成促進法施行令（昭和46年政令第 332号）第36条第２項に規

定する既存住宅をいう。以下同じ。）に係るものに限る。）、公庫法第17条第９項

第１号の債権譲受け又は同項第２号の債務保証に係る住宅が住宅金融公庫（以下 

「公庫」という。)の定める基準に適合することを証明する業務をいう。以下同じ。) 

の実施について、公庫と平成16年10月 1日付けで締結した適合証明業務に関する協 

定書(以下単に「協定書」という。)第10条の規定に基づき必要な事項を定めるもの 

である。 
 
（基本方針） 

第２条  適合証明業務は、公庫の定める事務処理に関する諸規程及び公庫の指示によるほ 

か、この規程及び当社の定める「適合証明業務マニュアル」（以下「諸規程等」 

という。）に基づき、公正かつ適確に実施するものとする。 

２  当社は、適合証明業務の依頼があった場合には、やむを得ない事由がある場合を 

除き、これを拒まないものとする。 
 
（適合証明業務を行う時間及び休日） 

第３条  適合証明業務を行う時間は、次項に定める休日を除き、午前９時００分から午後 

５時００分までとする。 

２  適合証明業務の休日は、次に掲げる日とする。 

       （1）日曜日 

       （2）国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に定める国民の祝日 

       （3）年末、年始（12月29日から翌年の1月3日まで） 

３  適合証明業務を行う時間及びその休日については、緊急を要する場合その他正当 

な事由がある場合又は事前に申請者等との間において適合証明業務を行う日時 

の調整が図られている場合は、前２項の規定によらないことができる。 
 
（事務所の所在地） 

第４条  株式会社 日本確認検査センターの所在地は大阪市中央区北浜３丁目１番２１号 

とする。 
 
（業務を行う区域） 

第５条  株式会社 日本確認検査センターの業務区域は次のとおりとする。 

            滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の全域  
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（業務を行う住宅） 

第６条 当社は、新築住宅（既存住宅以外の住宅をいう。以下同じ。）の場合にあっては、

｛確認検査業務規程(建築基準法(昭和25年法律第201号。) 第77条の27に規定す

る確認検査業務規程をいう。）に定める当社が確認検査（同法第77条の18に規定

する確認検査をいう。）を行うことができる住宅及び評価業務規程（住宅の品質

確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第15条第１項に規定する評価

業務規程をいう。）に定める当社が評価（同法第５条第１項に規定する住宅性能

評価をいう。）の業務を行うことができる住宅｝、既存住宅の場合にあっては、

すべての既存住宅の適合証明業務を行う。 

２  当社の代表者又は適合証明業務を担当する役員が関係する個人、企業、団体等が 

設計、工事監理、施工等を行う住宅に係る適合証明業務は行わないものとする。 

３  「建築基準の一部を改正する法律の施行について」（平成11年4月28日付け建設 

省住指発第201号・建設省住街発48号）に定める確認検査機関の指定準則（以下 

「指定準則」という。）第１又は「指定住宅性能評価機関指定方針」（平成12 

年 8月14日付け建設省住生発第32号。以下「指定方針」という。）第１に規定 

する制限業種を行わないこと。 

 

第２章 新築住宅に係る適合証明業務 
 

第１節 総則 
 
（適用） 

第７条 新築住宅に係る適合証明業務に関する事務処理は、別に定めるもののほか、この 

章の定めるところによる。 
 

第２節 設計検査 
 
（設計検査の申請） 

第８条  設計検査を申請しようとする者は、当社に対し、次の各号に掲げる書類をそれぞ 

れ当該各号に定める部数提出しなければならないものとする。 

(1) 別に定める設計検査申請書        ２部 

(2) 別に定める設計検査に係る図書    ２部 

(3) 別に定める維持管理基準適合確認に係る図書（設計検査の対象となる住宅（以 

下この節及び次節において「対象住宅」という。）が共同建ての住宅である場 

合に限る。）    ２部 

(4) その他当社が検査上必要なものとして指示した書類  当社が定める部数 
 
（設計検査の申請の受理及び契約） 

第９条  当社は、前条の規定により提出された書類（以下「設計検査提出書類」という。） 

について、次の事項を検査し、当該設計検査提出書類を受理する。 

(1) 申請に係る住宅が、第６条に定める業務を行う住宅に該当するものであること。 

(2) 設計検査提出書類に形式上の不備がないこと。 

(3) 設計検査提出書類に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。 

(4) 設計検査提出書類に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。 
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２  当社は、前項の検査により同項各号に該当しないと認める場合においては、その 

訂正を求めるものとする。 

３  申請者が前項の求めに応じない場合又は十分な訂正を行わない場合においては、 

当社は、受理できない理由を明らかにするとともに、申請者に当該設計検査提出 

書類を返還する。 

４  当社は、設計検査の申請を受理した場合においては、申請者と設計検査に係る契 

約を締結するものとする。 

５  前項の契約に用いる書面には、少なくとも次に掲げる事項について明記するもの 

とする。 

(1) 申請者の協力義務に関する事項のうち、申請者は、当社の求めに応じ、設計検

査のために必要な情報を当社に提供しなければならないこと。 

(2) 手数料に関する事項のうち、次に掲げるもの 

(a)手数料の額に関すること。 

(b)手数料の支払期日に関すること。 

(c)手数料の支払方法に関すること。 

(3) 適合証明業務の期日に関する事項のうち、次に掲げるもの 

(a) 別に定める設計検査に関する通知書(以下「設計検査通知書」という。)を交付 

し、又は設計検査通知書を交付できない旨を通知する期日（以下この項におい 

て「業務期日」という。）に関すること。 

(b) 申請者の非協力、第三者の妨害、天災その他当社に帰することのできない事由 

により業務期日から遅延する場合には、申請者との協議の上、期日を変更でき 

ること。 

(4) 契約の解除及び損害賠償に関する事項のうち、次に掲げるもの 

(a) 設計検査通知書の交付前に計画が大きく変更された場合においては、設計検査 

の申請を取下げ、別件として再度申請を行わなければならないものとし、この 

場合においては、元の設計検査に係る契約は解除されること。 

(b) 申請者は、設計検査通知書が交付されるまで、当社に書面をもって通知するこ 

とにより当該契約を解除できること。 

(c) 申請者は、当社が行うべき適合証明業務が業務期日から遅延し、又は遅延する 

ことが明らかであることその他の当社に帰すべき事由により当該契約を解除し 

たときは、既に支払った手数料の返還を請求できるとともに、生じた損害の賠 

償を請求することができること。 

(d) 当社は、申請者の必要な協力が得られないこと、手数料が支払期日までに支払 

われないことその他の申請者に帰すべき事由が生じた場合においては、申請者 

に書面をもって通知することにより当該契約を解除することができること。 

(e) (d)の規定により契約を解除した場合においては、一定額の手数料の支払いを 

請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。 

(5) 当社が負う責任に関する事項のうち、次に掲げるもの 

(a) 当該契約が、設計検査の対象となる住宅が建築基準法（昭和25年法律第201号 

 ）その他の法令に適合するか否かについて保証するものではないこと。 
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(b) 当該契約が、設計検査の対象となる住宅における瑕疵の有無について保証する 

   ものではないこと。 

(c) 設計検査提出図書に虚偽があることその他の事由により、適切な設計検査を行 

うことができなかった場合においては、設計検査の結果について責任を負わな 

いこと。 
 
（設計検査） 

第10条  当社は、諸規程等に従い、設計検査を適合証明業務実施者(当社が適合証明業務

を行わせる者をいう。以下同じ。)に実施させる。 

２ 適合証明業務実施者は、設計検査のために必要と認める場合においては、申請者

又は設計者に対し、必要な書類の閲覧又は提出を求める。 

３ 適合証明業務実施者は、設計検査の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に

違反していると認めるときは、申請者に対してその旨を告げるとともに、必要に

応じて設計検査を一時中断する。 

４ 前項の規定により設計検査を中断した場合においては、当社は、その是正が図ら

れるまでの間、設計検査を再開しない。 
 

（設計検査の申請の取り下げ） 

第11条 申請者は、設計検査通知書の交付前に設計検査の申請を取り下げる場合において

は、その旨を記載した取下げ届出書を当社に提出する。 

２ 前項の場合においては、当社は、設計検査を中止する。 
 

(設計検査の申請内容の変更) 

第12条 申請者は、設計検査通知書の交付前に設計検査の対象となる住宅の計画が変更さ

れた場合においては、その旨及び変更の内容について当社に通知するものとする。 

２ 前項の通知が行われた場合において、当社が変更の内容が大規模であると認める

ときは、申請者は、設計検査の申請を取下げ、別件として再度設計検査を申請し

なければならない。 
 

 (設計検査に関する通知書の交付) 

第13条 当社は、対象住宅が公庫の定める基準に適合していることを確認した場合におい

ては、次に掲げる場合を除き、速やかに設計検査通知書を申請者に交付する。  

（1）設計検査提出書類に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が

不十分であるとき。 

(2) 設計検査提出書類に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。 

(3) 設計検査の対象となる住宅の計画が建築基準法第６条１項の建築基準関係規定

(以下単に「建築基準関係規定」という。)に適合しないと認めるとき。 

    (4) 設計検査に必要な申請者の協力が得られなかったことその他当社に帰すること

のできない事由により、設計検査を行えなかったとき。 

(5) 手数料が支払期日までに支払われていないとき。 

２ 対象住宅が共同建ての住宅である場合で、申請者が第８条に規定する設計審査の

申請までに当該共同建ての住宅に係る別に定める維持管理基準適合確認に係る

書類を提出できないときは、当社は前項の規定による設計検査通知書の交付に当
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たり、販売開始までに、第３節の定めるところにより当社から別に定める維持管

理基準適合確認通知書（以下「維持管理通知書」という。）の交付を受けること

を条件として付すこととし、その旨を当該設計検査通知書に記載しなければなら

ない。 

３ 当社は、対象住宅が公庫の定める基準に適合していないことを確認した場合又は

第１項各号に該当する場合は、第１項の規定による設計検査通知書の交付は行わ

ず、その旨を申請者に対し通知する。 

４ 第１項の規定により設計検査通知書を交付する場合においては、第８条第１号の

設計検査申請書並びに同条第２号、第３号及び第４号の書類をそれぞれ各１部ず

つ当該設計検査通知書に添付する。 
 

第３節 維持管理基準適合確認 
 

 (維持管理基準適合確認の申請) 

第14条 前条第２項の規定により、当社から条件付きで設計検査通知書の交付を受けた者

が、当社に対し、維持管理基準適合確認を申請する場合は、次の各号に掲げる書

類をそれぞれ各号に定める部数提出しなければならないものとする。 

（1）別に定める維持管理基準適合確認申請 ２部 

（2）別に定める維持管理基準適合確認に係る図書 ２部 

（3）その他当社が検査上必要なものとして指示した書類 当社が定める部数 
 

(維持管理基準適合確認の申請の受理) 

第15条 当社は、前条の規定により提出された書類（以下「維持管理提出書類」という。）

について、次の事項を検査し、当該維持管理提出書類を受理する。 

（1）第13条に定める設計検査通知書において、維持管理基準適合確認の申請が条件で

あること。 

（2）維持管理提出書類に形式上の不備がないこと。 

（3）維持管理提出書類に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。 

（4）維持管理提出書類に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。 

２ 当社は、前項の検査により同項各号に該当しないと認める場合においては、その

訂正を求めるものとする。 

３ 申請者が前項の求めに応じない場合又は十分な訂正を行わない場合においては、

当社は、受理できない理由を明らかにするとともに、申請者に当該維持管理提出

書類を返還する。 
 

(維持管理基準適合確認) 

第16条 当社は、諸規程等に従い、維持管理基準適合確認を適合証明業務実施者に実施さ

せる。 

２ 適合証明業務実施者は、維持管理基準適合確認のために必要と認める場合におい

ては、申請者又は設計者に対し、必要な書類の閲覧又は提出を求める。 

(維持管理基準適合確認の申請の取下げ) 

第17条 申請者は、維持管理基準適合確認通知書の交付前に維持管理基準適合確認の申請

を取り下げる場合においては、その旨を記載した取下げ届出書を当社に提出する。 

２ 前項の場合においては、当社は、維持管理基準適合確認を中止する。 
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(維持管理基準適合確認の申請内容の変更) 

第18条 申請者は、維持管理通知書の交付前に維持管理基準適合確認の対象となる住宅の

維持管理基準に係る事項が変更された場合においては、その旨及び変更の内容に

ついて当社に通知するものとする。 
 

(維持管理基準適合確認通知書の交付) 

第19条 当社は、対象住宅が公庫の定める基準に適合していることを確認した場合におい

ては、次に掲げる場合を除き、速やかに維持管理通知書を申請者に交付する。 

（1）維持管理提出書類に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が

不十分であるとき。 

（2）維持管理提出書類に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。 

（3）維持管理基準適合確認に必要な申請者の協力がえられなかったことその他当社 

     に帰することのできない事由により、維持管理基準適合確認を行えなかったとき。 

（4）第９条第５項に規定する契約における手数料が支払期日までに支払われていな 

いとき。 

２ 当社は、対象住宅が公庫の定める基準に適合していないことを確認した場合又は

前項各号に該当する場合は、前項の規定による維持管理通知書の交付は行わず、

その旨を申請者に対し通知する。 

３ 第１項の規定により維持管理通知書を交付する場合においては、第14条第１号の

維持管理基準適合確認申請書並びに同条第２号及び第３号の書類をそれぞれ各

１部ずつ当該維持管理通知書に添付する。 
 

第４節 中間現場検査 
 

 (中間現場検査の申請) 

第20条  中間現場検査は、一戸建て、連続建て及び重ね建て（以下「一戸建て等」という。） 

の住宅について適用する。 

２  中間現場検査を申請しようとする者は、当社に対し、次の各号に掲げる書類を提

出しなければならないものとする。 

   （1）別に定める中間現場検査申請書 ２部 

（2）第８条第２号に掲げる図書で変更に係るもの（設計検査通知書の交付後に設計 

     変更を行った場合に限る。）  ２部 

(3) 設計検査に要した書類の写し及び最後に交付された設計検査通知書の写し（当社 

において、直前の設計検査を受けていない場合に限る。) １部 

  (4) その他当社が検査上必要なものとして指示した書類 当社が定める部数 

３  当社において直前の設計検査を受けていない者が、当社に対して中間現場検査を

申請しようとする場合にあっては、設計検査通知書を提示するものとする。 

 

 

（中間現場検査の申請の受理及び契約） 

第21条 当社は、前条の規定により提出された書類(以下「中間現場検査提出書類」とい

う。)について、次の事項を検査し、当該中間現場検査提出書類を受理する。 

（1）申請に係る住宅が、第６条に定める業務を行う住宅に該当するものであること。 
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（2）中間現場検査提出書類に形式上の不備がないこと 

(3) 中間現場検査提出書類に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。 

(4) 中間現場検査提出書類に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。 

２  当社は、前項の検査により中間現場検査提出書類が同項各号に該当しないと認め

る場合においては、その訂正を求めるものとする。 

３ 申請者が前項の求めに応じない場合又は十分な訂正を行わない場合においては、

当社は、受理できない理由を明らかにするとともに、申請者に当該中間現場検査

提出書類を返還する。 

４ 当社は、中間現場検査の申請を受理した場合においては、申請者と中間現場検査

にかかる契約を締結する。 

５ 前項の契約に用いる書面には、少なくとも次に掲げる事項について明記するもの

とする。 

(1) 申請者の協力義務に関する事項のうち、次に掲げるもの 
(a)申請者は、当社の求めに応じ、中間現場検査のために必要な情報を当社に提供し

なければならないこと。 

(b)申請者は、当社の適合証明業務実施者が中間現場検査の対象となる建築物並びに

その敷地及び工事現場に立ち入ることに協力すること。 

(2) 手数料に関する事項のうち、次に掲げるもの 
(a)手数料の額に関すること。 

(b)手数料の支払期日に関すること。 

(c)手数料の支払方法に関すること。 

(3) 適合証明業務の期日に関する事項のうち、次に掲げるもの 
(a)別に定める中間現場検査に関する通知書（以下「中間現場検査通知書」という。）

を交付し、又は中間現場検査通知書を交付できない旨を通知する期日(以下この

項において「業務期日」という。)に関すること。 

(b)申請者の非協力、第三者の妨害、天災その他当社に帰することのできない事由に

より業務期日から遅延する場合には、申請者との協議の上、期日を変更できるこ

と。 

(4) 契約の解除及び損害賠償に関する事項のうち、次に掲げるもの 
(a)中間現場検査通知書の交付前に建設工事が大きく変更された場合においては、中

間現場検査の申請を取り下げ、別件として再度申請を行わなければならないもの

とし、この場合においては、元の中間現場検査に係る契約は解除されること。 

(b)申請者は、中間現場検査通知書が交付されるまで、当社に書面をもって通知する

ことにより当該契約を解除できること。 

(c)申請者は、当社が行うべき適合証明業務が業務期日から遅延し、又は遅延するこ

とが明らかであることその他の当社に帰すべき事由により当該契約を解除した

ときは、既に支払った手数料の返還を請求できるとともに、生じた損害の賠償を

請求することができること。 

(d)当社は、申請者の必要な協力が得られないこと、手数料が支払期日までに支払わ

れないことその他の申請者に帰すべき事由が生じた場合においては、申請者に書

面をもって通知することにより当該契約を解除することができること。 

(e)(d)の規定により契約を解除した場合においては、一定額の手数料の支払いを請

求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。 
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(5) 当社が負う責任に関する事項のうち、次に掲げるもの 
(a)当該契約が、中間現場検査の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に適合す

るか否かについて保証するものではないこと。 

(b)当該契約が、中間現場検査の対象となる住宅における暇疵の有無について保証す

るものでないこと。 

(c)中間現場検査提出図書に虚偽があることその他の事由により、適切な中間現場検

査を行うことができなかった場合においては、中間現場検査の結果について責任

を負わないこと。 
 
（中間現場検査） 

第22条  当社は、諸規程等に従い、中間現場検査を適合証明業務実施者に実施させる。 

  ２ 適合証明業務実施者は、中間現場検査のために必要と認める場合においては、申

請者、設計者、工事施工者又は工事監理者に対し、必要な書類の閲覧又は提出を

求める。 

  ３ 適合証明業務実施者は、中間現場検査の対象となる住宅が建築基準法その他の法

令に違反していると認めるときは、申請者に対してその旨を告げるとともに、必

要に応じて中間現場検査一時中断する。 

  ４ 前項の規定により中間現場検査を中断した場合においては、当社は、その是正が

図られるまでの間、中間現場検査を再開しない。 

  ５ 当社は、前条の規定により中間現場検査の申請を受理したときは、受理した日か

ら７日以内に、適合証明業務実施者に中間現場検査を実施させる。 
 
（中間現場検査の申請の取り下げ） 

第23条  申請者は、中間現場検査通知書の交付前に中間現場検査の申請を取り下げる場合

においては、その旨を記載した取下げ届出書を当社に提出するものとする。 

２  前項の場合においては、当社は、中間現場検査を中止する。 
 
（中間現場検査の申請内容の変更） 

第24条  申請者は、中間現場検査通知書の交付前に現場検査の対象となる住宅の建設工事

が変更された場合においては、その旨及び変更の内容について当社に通知するも

のとする。 

  ２ 前項の通知が行われた場合において、当社が変更の内容が大規模であると認める

ときは、申請者は、中間現場検査の申請を取下げ、別件として再度中間現場検査

を申請しなければならない。 
 

  (中間現場検査に関する通知書の交付) 

第25条  当社は、中間現場検査の対象となる住宅が公庫の定める基準に適合していること

を確認した場合においては、次に掲げる場合を除き、速やかに中間現場検査通知

書を申請者に交付する。 

   （1）中間現場検査提出書類に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記 

載が不十分であるとき。 

   （2）中間現場検査提出書類に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。 

   （3）中間現場検査の対象となる住宅の計画が建築基準関係規定に適合しないと認め 

        るとき。 
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   （4）中間現場検査に必要な申請者の協力が得られなかったこと、検査時期に必要な検

査を行えなかったことその他当社に帰することのできない事由により、中間現場

検査を行えなかったとき。 

   （5）手数料が支払期日までに支払われていないとき。 

２  当社は、中間現場検査の対象となる住宅が公庫の定める基準に適合していないこ

とを確認した場合又は前項各号に該当する場合は、前項の規定による中間現場検

査通知書の交付は行わず、その旨を申請者に通知する。 

３  第１項の規定により中間現場検査通知書を交付する場合においては、第20条第２

項第１号の中間現場検査申請書並びに同項第２号及び第４号の書類をそれぞれ

各１部ずつ当該中間現場検査通知書に添付する。 
 

第５節 竣工現場検査・適合証明 
 

 (竣工現場検査・適合証明の申請) 

第26条 竣工現場検査・適合証明を申請しようとする者は、当社に対し、次の各号に掲げ

る書類をそれぞれ各号に定める部数提出しなければならないものとする。 

   （1）別に定める竣工現場検査申請書・適合証明申請書 ２部 

   （2）中間現場検査に要した書類の写し及び中間現場検査通知書の写し（一戸建て等 

        の住宅で、当社において中間現場検査を受けていない場合に限る。）  １部 

   （3）建築基準法第７条第５項又は第７条の２第５項に規定する検査済証の写し(同法

第７条第１項の規定による検査に要しない住宅又は同法第７条の６第１項第１

号の規定による承認を受けた住宅以外の住宅の場合に限る。)  １部 

   （4）第８条第２号に掲げる書類で変更に係るもの(設計検査通知書の交付後又は中間

現場検査通知書の交付後に設計変更を行った場合に限る。)    ２部 

   （5）設計検査に要した書類の写し及び最後に交付された設計検査通知書の写し(当社

において直前の設計検査を受けていない場合に限る。) １部  

   （6）その他当社が検査上必要なものとして指示した書類 当社が定める部数 

２  一戸建て等の住宅で、当社において中間現場検査を受けていない者が、当社に対

して竣工現場検査・適合証明を申請しようとする場合にあっては、中間現場検査

通知書を提示するものとする。 

３  当社において直前の設計検査を受けていない者が、当社に対して竣工現場検査・

適合証明を申請しようとする場合にあっては、設計検査通知書を提示するものと

する。 
 
（竣工現場検査・適合証明の申請の受理及び契約） 

第27条  当社は、前条の規定により提出された書類(以下「竣工現場検査提出書類」とい

う。)について、次の事項を検査し、当該竣工現場検査提出書類を受理する。 

   （1）申請に係る住宅が、第６条に定める業務を行う住宅に該当するものであること。 

   （2）竣工現場検査提出書類に形式上の不備がないこと。 

   （3）竣工現場検査提出書類に記載すべき事項の記載に不十分でないこと。 

   （4）竣工現場検査提出書類に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。 

   （5）維持管理通知書が交付されていること(竣工現場検査・適合証明の対象となる住

宅が共同建ての住宅の場合で、設計検査通知書の交付において、販売開始までに
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維持管理通知書の交付が条件として付されている場合に限る。)。 

    ２ 当社は、前項の検査により竣工現場検査提出書類が同項各号に該当しないと認め

る場合においては、その訂正を求めるものとする。 

  ３ 申請者が前項の求めに応じない場合又は十分な訂正を行わない場合においては、

当社は、受理できない理由を明らかにするとともに、申請者に当該竣工現場検査

提出書類を返還する。 

  ４ 当社は、竣工現場検査・適合証明の申請を受理した場合においては、申請者と竣

工現場検査・適合証明に係る契約を締結する。 

５ 前項の契約に用いる書面には、次に掲げる事項について明記するものとする。 

   （1）申請者の協力義務に関する事項のうち、次に掲げるもの 

 (a)申請者は、当社の求めに応じ、竣工現場検査・適合証明のために必要な情報を当

社に提供しなければならないこと。 

(b)申請者は、当社の適合証明業務実施者が竣工現場検査・適合証明の対象となる建

建築物並びにその敷地及び工事現場に立ち入ることに協力すること。 

   （2）手数料に関する事項のうち、次に掲げるもの 

   (a)手数料の額に関すること。 

   (b)手数料の支払期日に関すること。 

   (c)手数料の支払方法に関すること。 

   （3）適合証明業務の期日に関する事項のうち、次に掲げるもの 

   (a)別に定める竣工現場検査に関する通知書・適合証明書（以下「竣工現場検査通知

書・適合証明書」という。）を交付し、又は竣工現場検査通知書・適合証明書を

交付できない旨を通知する期日(以下この項において「業務期日」という。)に関

すること。 

   (b)申請者の非協力、第三者の妨害、天災その他当社に帰することのできない事由に

より業務期日から遅延する場合には、申請者との協議の上、期日を変更できるこ

と。 

   (c)申請に係る住宅が、建築基準法第７条第１項の規定による検査を要しない住宅又

は同法第７条の６第１項第１号の規定による承認を受けた住宅以外の住宅であ

る場合にあっては、同法第７条第５項又は第７条の２第５項に規定する検査済証

の写しを当社に提出しないときは、業務期日を延期することができること。 

   （4）契約の解除及び損害賠償に関する事項のうち、次に掲げるもの 

   (a)竣工現場検査通知書・適合証明書の交付前に建設工事が大きく変更された場合に

おいては、竣工現場検査・適合証明の申請を取り下げ、別件として再度申請を行

わなければならないものとし、この場合においては、元の竣工現場検査・適合証

明に係る契約は解除されること。 

   (b)申請者は、竣工現場検査通知書・適合証明書が交付されるまで、当社に書面をも

って通知することにより当該契約を解除することができること。 

   (c)申請者は、当社が行うべき適合証明業務が業務期日から遅延し、又は遅延するこ

とが明らかであることその他の当社に帰すべき事由により当該契約を解除した

ときは、既に支払った手数料の返還を請求できるとともに、生じた損害の賠償を



  13/23 
適合証明業務規程 Ver.2  

(株式会社 日本確認検査センター) 

請求することができること。 

   (d)当社は、申請者の必要な協力が得られないこと、手数料が支払期日までに支払わ

れないことその他の申請者に帰すべき事由が生じた場合においては、申請者に書

面をもって通知することにより当該契約を解除することができること。 

   (e) (d)の規定により契約を解除した場合においては、一定額の手数料の支払いを請

求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。 

   （5）当社が負う責任に関する事項のうち、次に掲げるもの 

   (a)当該契約が、竣工現場検査・適合証明の対象となる住宅が建築基準法その他の法

令に適合するか否かについて保証するものでないこと。 

   (b)当該契約が、竣工現場検査・適合証明の対象となる住宅における瑕疵の有無につ

いて保証するものではないこと。 

   (c)竣工現場検査提出書類に虚偽があることその他の事由により、適切な竣工現場検

査・適合証明を行うことができなかった場合においては、竣工現場検査・適合証

明の結果について責任を負わないこと。 
 
（竣工現場検査・適合証明） 

第28条  当社は、諸規程等に従い、竣工現場検査・適合証明を適合証明業務実施者に実施

させる。 

    ２ 適合証明業務実施者は、竣工現場検査・適合証明のために必要と認める場合にお

いては、申請者、設計者、工事施工者又は工事監理者に対し、必要な書類の閲覧

又は提出を求める。 

  ３ 適合証明業務実施者は、竣工現場検査・適合証明の対象となる住宅が建築基準法

その他の法令に違反していると認めるときは、申請者に対してその旨を告げると

ともに、必要に応じて竣工現場検査・適合証明を一時中断する。 

  ４ 前項の規定により竣工現場検査・適合証明を中断した場合においては、当社は、

その是正が図られるまでの間、竣工現場検査・適合証明を再開しない。 

  ５ 当社は、前条の規定により竣工現場検査・適合証明の申請を受理したときは、受

理した日から７日以内に、適合証明業務実施者に竣工現場検査・適合証明を実施

させる。 
 

 (竣工現場検査・適合証明の申請の取下げ) 

第29条 申請者は、竣工現場検査通知書・適合証明書の交付前に竣工現場検査・適合証明

の申請を取り下げる場合においては、その旨を記載した取下げ届出書を当社に提

出するものとする。 

２ 前項の場合においては、当社は、竣工現場検査・適合証明を中止する。 
 
(竣工現場検査・適合証明の申請内容の変更） 

第30条  申請者は、竣工現場検査通知書・適合証明書の交付前に竣工現場検査・適合証明

の対象となる住宅の建設工事が変更された場合においては、その旨及び変更の内

容について当社に通知するものとする。 

  ２ 前項の通知が行われた場合において、当社が変更の内容が大規模であると認める

ときは、申請者は、竣工現場検査・適合証明の申請を取下げ、別件として再度竣

工現場検査・適合証明を申請しなければならない。 
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（竣工現場検査に関する通知書・適合証明書の交付） 

第31条  当社は、竣工現場検査・適合証明の対象となる住宅が公庫の定める基準に適合し

ていることを確認した場合においては、次に掲げる場合を除き、速やかに竣工現

場検査通知書・適合証明書を申請者に交付する。 

   （1）竣工現場検査提出書類に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記

載が不十分であるとき。 

   （2）竣工現場検査提出書類に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。 

   （3）竣工現場検査の対象となる住宅の計画が建築基準関係規定に適合しないと認め 

        るとき。 

   （4）申請に係る住宅について建築基準法第７条第５項又は第７条の２第５項の検査 

済証が交付されていないとき。ただし、同法第７条第１項の規定による検査を要

しない住宅又は同法第７条の６第１項第１号の規定による承認を受けた住宅に

あっては、この限りでない。 

   （5）竣工現場検査・適合証明に必要な申請者の協力が得られなかったこと、検査時期

に必要な検査を行えなかったことその他当社に帰することのできない事由によ

り、竣工現場検査・適合証明を行えなかったとき。 

   （6）手数料が支払期日までに支払われていないとき。 

２  当社は、竣工現場検査・適合証明の対象となる住宅が公庫の定める基準に適合し

ていないことを確認した場合又は前項各号に該当する場合は、前項の規定による

竣工現場検査通知書・適合証明書の交付は行わず、その旨を申請者に対し通知す

る。 

３  第１項の規定により竣工現場検査通知書・適合証明書を交付する場合においては、

第26条第１項第１号の竣工現場検査申請書・適合証明申請書並びに同項第４号及

び第６号の書類をそれぞれ各１部ずつ当該竣工現場検査通知書・適合証明書に添

付する。 
 

第３章 既存住宅に係る適合証明業務 
 

第１節  総則 
 
（適用） 

第32条  既存住宅に係る適合証明業務に関する事務処理は、別に定めるもののほか、この

章の定めるところによる。 
 

第２節  物件調査・適合証明 
 
（物件調査・適合証明の申請） 

第33条  物件調査・適合証明を申請しようとする者は、当社に対し、次の各号に掲げる書

類をそれぞれ各号に定める部数提出しなければならないものとする。 

(1) 別に定める物件調査・適合証明申請書  １部 

(2) 別に定める物件調査・適合証明申請書に係る書類    １部 

(3) その他当社が調査上必要なものとして指示した書類  当社が定める部数 
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（物件調査・適合証明の申請の受理及び契約） 

第34条  当社は、前条の規定により提出された書類（以下「物件調査提出書類」という。）

について、次の事項を調査し、当該物件調査提出書類を受理する。 

(1) 申請に係る住宅が、第６条に定める業務を行う住宅に該当するものであること。 

(2) 物件調査提出書類に形式上の不備がないこと。 

(3) 物件調査提出書類に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。 

(4) 物件調査提出書類に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。 

２  当社は、前項の調査により物件調査提出書類が同項各号に該当しないと認める場

合においては、その訂正を求めるものとする。 

３  申請者が前項の求めに応じない場合又は訂正を行わない場合においては、当社は、

受理できない理由を明らかにするとともに、申請者に当該物件調査提出書類を返

還する。 

４  当社は、物件調査・適合証明の申請を受理した場合においては、申請者と物件調

査・適合証明に係る契約を締結する。 

５  前項の契約に用いる書面には、少なくとも次に掲げる事項について明記するもの

とする。 

（1）次の(a)又は(b)に掲げる区分に応じ、当該(a)又は(b)に掲げる住宅の種類のうち 

     、物件調査・適合証明を行うもの 

 (a) 一戸建て等 

  ① リ・ユース住宅 

②  リ・ユースプラス住宅 

③  リ・ユースプラス住宅（基準金利適用） 

④  リ・ユースプラス住宅（償還機関の延長） 

⑤  証券化支援事業（中古住宅） 

 (b) マンション 

  ① リ・ユースマンション 

②  リ・ユースプラスマンション 

③  リ・ユースプラスマンション（基準金利適用） 

④  証券化支援事業（中古住宅） 

（2）申請者の協力義務に関する事項のうち、次に掲げるもの 

 (a) 申請者は、当社の求めに応じ、物件調査・適合証明のために必要な情報を当社

に提出しなければならないこと。 

(b) 申請者は、当社の適合証明業務実施者が物件調査・適合証明の対象となる建築

物及びその敷地に立ち入ることに協力すること。 

   （3）手数料に関する事項のうち、次に掲げるもの 

   (a) 手数料の額に関すること。 

   (b) 手数料の支払期日に関すること。 

   (c) 手数料の支払方法に関すること。 

   （4）適合証明業務の期日に関する事項のうち、次に掲げるもの 

   (a) 別に定める適合証明書（以下「適合証明書」という。）を交付し、又は適合証




